
 

大月市 eスポーツ協力隊支援機関募集要項 

 

１．公募の名称  大月市 eスポーツ協力隊の支援機関募集 

 

２．公募の趣旨 

大月市eスポーツ協力隊推進事業実施要綱に基づき、市内に拠点を置き、eスポ

ーツ事業を行うeスポーツ関係法人等を、市長が委嘱するeスポーツ協力隊員の支

援機関として選定し、当該支援機関にeスポーツ協力隊員の募集、選考、支援等

を委託することにより、eスポーツ協力隊員が行うeスポーツ協力活動等を通じ

て、本市のeスポーツを共に担うことのできる人材を育成し、地域に定着させ、

本市のeスポーツの推進を図ることを目的とする。 

 

３．事業内容 

大月市 eスポーツ協力隊推進事業実施要綱に基づく、 

(1) e スポーツ協力隊員の募集及び選考に関する業務 

(2) e スポーツ協力隊員の eスポーツ協力活動等の支援に関する業務 

(3) e スポーツ協力隊員の住居や eスポーツ協力活動等のために必要な場所、機

会、移動手段等の確保に関する業務 

(4) e スポーツ協力隊員が行う eスポーツ協力活動等に関する経費の会計処理に

関する業務 

(5) 本事業の取り組み状況、活動実績及び成果等についての情報発信に関する

業務 

とする。 

 

なお、詳細は、「大月市 eスポーツ協力隊推進事業実施要綱」及び 

「大月市 e スポーツ協力隊推進事業実施要領」による。 

 

４．公募する大月市 eスポーツ協力隊の支援機関の数  1 事業所 

 

５．委託料 

３．事業内容を実施するために必要最小限の経費で、支援機関応募企画提案書９

委託費の使用内容の額とし、1,666,600 円を上限とする。（消費税及び地方消費税

を含む額。）ただし、委託の期間が１年に満たない場合は、必要月数に 166,600 円

を乗じた額を上限とする。 

なお、上限の額を超えた企画提案書は受理しない。 

 

６．応募要件  

(1) 法人格を有している者であること。 

(2) 大月市内において事業を行う eスポーツ関係法人であること。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。 

(4) 事業者及び代表者は、法人税、所得税、消費税及び地方消費税並びに所在地

市町村等が課税する市町村民税等を滞納していない者であること。 

(5) ３．事業内容について、十分に遂行能力を有し、適切な執行体制を有する者



 

であって、本市の指示に柔軟に対応できる者であること。 

(6) 事業者並びに代表者又は役員等関係者が、暴力団、暴力団関係企業（反社会

的勢力）若しくはこれらに準ずる者又は構成員でないこと。 

 

７．応募方法 

  必要書類を、市の指定する期間内に、大月市役所企画財政課へ届け出る。 

(1) 提出書類 

ア 大月市 eスポーツ協力隊推進事業支援機関申請書（様式１） 

イ 支援機関応募企画提案書（別紙１） 

ウ 法人の定款（最新のもの） 

エ 登記事項証明書又は登記簿謄本（発行後３月以内のもの） 

オ ６応募要件(4)の直近の納税証明書 

カ 直近３年間の決算書類（貸借対照表、損益計算書） 

※ その他注意事項 

・応募に要する費用は事業者の負担となります。 

・市が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがあります。 

・提出書類の体裁は、ページ下中央にページ番号及び右側にインデック

スを付け、バインダー等で綴じること。 

(2) 提出部数 

各８部（正本１部 副本７部）副本は写し可 

提出された書類は理由の如何を問わず返却しません。 

(3) 提出（応募）期間 

令和８年５月８日 ～ 令和８年５月１４日 

（開庁日の午前９時から午後５時の間） 

(4) 提出方法及び提出先 

  企画財政課 企画担当へ郵送又は持参 

(5) 問い合わせ先 

大月市役所 企画財政課 企画担当 

TEL    : 0554-23-8011  fax   : 0554-23-1216 

E-mail : kkzaisei-19206@city.otsuki.lg.jp 

 

８．審査及び選考 

応募者の事業への考え方、取り組み、業務内容等を次によって判断することとし

て、別に定める大月市地域おこし協力隊受入事業者募集要領に基づき支援機関候補

を選定する。 

(1) 支援機関候補の選定方法 

ア 支援機関候補の選定は審査基準に基づき、大月市役所企画財政課にて審

査を行います。 

イ 審査方法は書類審査といたします。審査は提出書類によって事業に対す

る考え方、e スポーツ協力隊員の e スポーツ協力活動等への支援の内容並

びに定住、定着など項目毎に審査するため、記載に漏れや記載を省略する

ことが無いように注意してください。記載がないような場合には選考外と

なることもあります。なお、必要に応じてプレゼンテーション及びヒアリ

ングを行う場合があります。（この場合、日時を設定し連絡します。） 



 

ウ 審査結果に対する異議は受け付けません。 

エ 審査の結果、支援機関候補なしとする場合があります。 

オ 支援機関への応募がない場合及び支援機関候補が決定しなかった場合は、

再度募集を行う場合があります。 

 

９．スケジュール（予定） 

令和８年５月 ８日   大月市 eスポーツ協力隊支援機関の公募 

～５月１４日    ※市ホームページによる周知 

令和８年５月１５日   選定委員による支援機関候補選定 

※ヒアリング実施の場合有 

業務委託契約締結後   e スポーツ協力隊員募集、選考 

※支援機関による 

隊員の委嘱       大月市 eスポーツ協力隊員に委嘱 

            ※市役所にて委嘱状交付式 

   e スポーツ協力隊員委嘱後 e スポーツ協力活動等への支援開始 

                 

 

10.選考結果の通知 

  選考結果は、全ての応募者に対し書面により通知する。 

  なお、選考理由、選考結果に対する問い合わせ、異議等には一切応じない。 

 

11.契約に関する事項 

(1) 決定支援機関と本市が協議し、支援機関応募企画提案書による内容を基本

として、事業の委託に係る仕様を確定させた上で契約を締結する。この場合、

決定支援機関の提案に対して内容の趣旨を変更しない範囲において、必要に

応じて修正を求めることができるものとする。 

(2) 委託期間 契約の日から令和９年３月３１日 

※e スポーツ協力隊員の委嘱期間は 1 年とする。ただし３年を限度に延長す

ることができる。 

 

12.応募の失格 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 必要な書類を期限までに提出しなかった場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 応募要件を満たさなくなった場合 

(4) プレゼンテーション及びヒアリングに出席しなかった場合（実施の場合） 

 

※ 支援機関応募企画提案書９委託費の使用内容が募集要項５委託料に定め

る上限額を超える提案は受理できません。 


